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４-１  温室効果ガス排出量の現況推計  

（１）温室効果ガス排出量の現況推計の考え方  

温室効果ガス排出量の現況推計は、本計画の対象部門・分野の温室効果ガスについて、環境省が

地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトにて公表している「自治体排出量カルテ」に掲載された

値をもとに、アンケート結果を盛り込んだ本市独自の推計値である「現況排出量独自推計値」を算出し

ました。 

この「現況排出量独自推計」は、「自治体排出量カルテ」が国や都道府県の排出量から人口等統計

値に基づく按分によって算出されているのに対し、アンケートに基づく住民や事業者のエネルギー使用

量の実態を反映したものであり、より正確に本市の排出量を表していると考えられます。今後も進捗管

理の際にアンケート等を実施することにより、削減努力の成果を反映することが可能です。 

なお、自治体排出量カルテで使用されている現況推計の算出方法は、排出される二酸化炭素排出

量が活動量に比例すると仮定し、都道府県の活動量あたりの二酸化炭素排出量に市区町村の活動量

を乗じて推計されています。部門別の算出方法の詳細は資料編に記載します。 

 

（２） 温室効果ガス排出量の現況推計 

本市の温室効果ガス排出量の状況は以下のとおりです。本市における令和４（202２）年度の二酸

化炭素排出量は２８4，233t-CO₂で、全体として平成 25（2013）年度（基準年度）から１５．6％減

少しています。全体を見ると増加したのは廃棄物分野のみで、その他の部門では全て減少しています。

家庭部門の排出量が一番大きな割合を占めており、次いで産業部門の製造業、運輸部門の旅客とな

っています。家庭部門の排出量に関しては、基準年度と比較しても４．９％の減少にとどまっているため、

重点的に施策の検討を進めていく必要があります。 
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表４-１ 基準年度及び現況年度の排出量等の状況  

区分  

2013 年度（基準年度） 202２年度（現況年度） 

活動量 単位  
排出量 

(tCO2/年) 
活動量 単位  

排出量 

(tCO2/年) 
基準年度比  

産業部門 

製造業 730 億円  81,536 952 億円 66,423 81.5% 

建設業･鉱業  1,617 人  3,442 1,128 人 2,471 71.8% 

農林水産業 122 人  4,474 123 人 2,349 52.5% 

業務その他部門 13,194 人  70,611 12,983 人 47,971 67.9% 

家庭部門 19,421 世帯  79,009 22,857 世帯 75,162 95.1% 

運輸部門 自動車 
旅客  32,289 台  59,097 36,389 台 52,055 88.1% 

貨物  6,618 台  33,059 6,671 台 30,532 92.4% 

廃棄物分野 一般廃棄物 5 トン 5,484 7 トン 7,271 132.6% 

合計    336,712   284,233 84.4% 

※202２年度（現況年度）は自治体排出量カルテにアンケート結果を加味した値。  

※活動量のデータは、産業部門・業務その他部門は「経済センサス活動調査」、家庭部門は「住民基本台帳に基づく人口、人口動態

及び世帯数調査」、運輸部門は「自動車保有車両数統計電子データ版」のもの。  
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４-２  温室効果ガス将来推計  

（１）温室効果ガス排出量の将来推計の考え方  

温室効果ガス排出量の将来推計は、基準年度の排出量から、人口減少や製造品出荷額の増減等

の活動量変化を考慮した場合の将来推計結果（現状すう勢：BAU）をもとに、①本計画で予定する施

策に基づいて温室効果ガス排出削減対策が各主体で実施された場合の削減量（追加的削減量）を

算出します。 

また、②吸収源及び③再生可能エネルギーの導入による削減量を算出します。以上を総合的に踏ま

えた値で、令和 12（2030）年度及び令和 32（2050）年度の温室効果ガス排出量を推計します。 

 

 

 
 

図４-２ 将来推計の考え方のイメージ 
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